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１．支援マンションの課題
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（１）高経年マンションの終活に向けての要望

•築50年目を迎え、終活に向けての合意形成を行いたい。

（２）区からの耐震工事の強い要請

•特別緊急輸送道路沿いに立地しながら、耐震性が不足。（Is値1～4階：0.39，5～7階：0.50）
•過去に耐震設計や耐震工事見積は実施済だが、実施は困難。
困難な理由

（３）長期修繕計画の見直しが適切に行われていない

•前回（2018年）の長期修繕計画更新から5年経過しており、見直しが課題。
耐震補強工事を行う場合・行わない場合に分けた見直しが必要。

（４）今後の管理組合運営が適切に行われるか（人・物・金）

•居住する組合員の数が少なく高齢化が進む。 ➣役員の確保が難問
•今後の補修工事が困難。(両隣面補修工事の物理的困難性） ➣組合にとって難問
•修繕積立金の確保。 ➣値上げの限度の検討も必要

①設計上の問題：南面バルコニーに補強ブレスの設置が必要、眺望が悪化
②工事費が高額：見積りで３.１億円必要、元地権者の法人（過半数所有）の

多額の費用負担が困難
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• 合意形成に至るまでの手順の作成が必要。

２．課題解決への手順

建物劣化診断・解体費見積の実施１

長期修繕計画書（修繕積立金シュミレーション）案の作成２

清算配当計画案の作成３

組合員への説明会開催４

アンケートによる組合員の意向調査５

回答の分析及び方向性の決定６

マンション終活に向けての合意形成支援
①終活対策（総会決議の５分の４確保に向けて）
②区分所有者の課題解決（高齢、賃貸借、外国籍、最近の購入者等）

７

総会での理事会方針報告８

マンション敷地売却決議までの手続きフローに従い進める９



３．課題解決への取組

（１）建物劣化診断・解体費見積の実施

マンションの終活の際に発生する諸費用の見積を取得

①解体費用+杭抜き費用
今回現場調査し見積を取得
解体費６８百万円 ＋ 杭抜費４９百万円 ➢ 合計１１７百万円

長期修繕計画に反映
終活に際し、各約７千万円の赤字 ➢ 敷地売却益にて支払う案

➁再建費用

建替え時に必要な費用（建替えは検討から除外）

③住替え・賃貸解約費用（建替え時に発生する費用）（同上）
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３．課題解決への取組

（２）長期修繕計画書（修繕積立金シュミレーション）案の作成

耐震工事有無別の長期修繕計画案を作成

第１案 早期の敷地売却案
【条件】
•耐震工事を実施しない
• 62年目に大規模修繕工事に代わり解体
【結果】
•今後13年居住等可能

第２案 長期延命後の敷地売却案
【条件】
•耐震工事実施
• 88年目までに大規模修繕工事を２回実施後、３回目の大規模修繕工
事前に解体
【結果】
•今後39年居住等可能
•ただし、修繕積立金はー時期２～３倍に増額が必要 4



３．課題解決への取組

（３）組合員への説明会開催

敷地売却を行った場合の配当額の案を組合員に説明

各部屋の配当予定額

（４）アンケートによる組合員の意向調査

説明会の開催後に組合員の意向アンケート調査を実施

• 33㎡ 8百万円
• 47㎡ 12百万円
• 83㎡ 21百万円

解体し配当
22戸, 76%

継続維持3戸, 10%

建替え2戸, 7%

無回答 2戸, 7%

アンケート結果

2036年（築62年）をめどに、建物を解
体して土地を売却し、配当を受けたい

耐震補強工事をして、今後40年程度
継続して建物を維持したい

建替えを希望

その他・未回答

最多賛同

(単位：件)
全戸：29戸、組合員人数：15人
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３．課題解決への取組

（参考）建替えを選択しない理由
建替え希望の方が２戸おられましたが、建替え案は次の理由で選択しませんでした。

１．事業実施の採算性

•本マンションは元々容積率オーバーで建築され、かつ高さ制限が30ｍの規
制を受ける
現容積率約465％に対して、建替え後容積率（想定）は370％（建蔽率
78％）となり、 約20%ほど小さくなる。

•平成26年(2014年)に耐震診断を行った際、建替えについての理事会討議を
行ったものの、延床面積が20％小さくなることから、デベロッパーから提案
を受けることは難しく、管理組合が単独で建替え事業を行うことは困難だと
判断されている。

２．建替え時の負担金の説明

•建替え時の負担金額は、1㎡当たり約64万円、32.66㎡の住戸では約2090
万円となり、今後の建築費の上昇でさらに増えると想定される。
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４．マンション終活に向けての合意形成支援
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①終活対策 ～総会決議の５分の４確保に向けて～

• 総会の敷地売却決議には、議決権及び敷地利用権の持分価格の５分の４
以上の多数の賛成が必要。

• 本件のアンケート結果では、「築62年をめどに建物を解体し、土地を売却し
て配当を受けたい」は75.9％(22戸）であり、29戸の５分の４である24戸まで、
最低あと２戸の賛成者の上乗せが必要。

• 「建替えを希望」の方(2戸、6.9%)に、建替えができない理由を再度しっかり
説明し、考え方の変更をご検討いただくことも必要かと思われます。

②区分所有者の課題解決

• ３名の方は、「耐震補強工事をして、（修繕積立金が値上げになっても）今
後 ４０年程度継続して建物を維持したい」を選択されています。

• 「高齢・賃貸借・外国籍・最近の購入者」等の個別の課題を抱え悩まれてい
る可能性があります。

これらの方々の状況を確認し、相談機会を作ることも、賛成者の上乗せ
には必要なことかと思われます。



耐震性不足認定

マンション建替事業推進決議

要除却認定申請のための決議
（普通決議）

耐震性不足の申請
特
定
行
政
庁

除却に係る指導・助言・指示・公
表

買請人
買受計画の
認定

都
道
府
県
知
事

通知

マンションの買受、除却、代替住居の提供、あっせんを内
容とする買受計画を、買受人が都道府県知事等に申請

マンション管理者から
の申請に基づき、客
観的基準により特定
行政庁が認定

（参考）マンション敷地売却決議までの手続きフロー
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マンション敷地売却決議〈法110条〉

マンション敷地売却組合の設立申請・認可〈法120～121条〉

組合がマンション敷地と権利を取得〈法149条〉

分配金取得計画の決定・行政認可 〈法141～144条〉

買請人にマンションと敷地を一括売却〈法113条〉

反対区分所有者への売り渡し請求〈法120～121条〉

建物の除却〈法113条〉

決議合意者の4分の3の合意で都道
府県知事に認可申請

建替えに向けた合意形成。議決権
及び敷地利用権の持分価格の各
5分の4以上の多数で決議

反対区部所有者から、組合が時価
で買取り

（参考）マンション敷地売却決議以降の手続きフロー
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①「投入費用とその効果の発現」という考え方

•マンションは築50年を過ぎると様々な対策（修繕投資）が必要に
なります。

投入費用とその効果の発現（建物の継続的使用可能性）

を客観的に判断

「効果の発現が認められなくなる時期」

（＝大規模な修繕が必要となる時期の直前） をもって

建物の管理を終了すること（＝建替えまたは敷地売却）が

「マンションの終活」だと考えます。
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５．終わりに



５．終わりに

•マンションの所有目的は様々でも一つの方針を決定する必要が
あります。（合意形成）

①に基づき２案を用意し、組合員の意向を確認。 （現在50年目）

第２案
長期延命後の敷地売却案

第１案
早期の敷地売却案

•築88年目（あと39年）で解体
•耐震工事あり
•大規模修繕工事を２回実施し、３
回目の直前に解体

•修繕積立金２～３倍

•築62年目（あと13年）で解体
•耐震工事なし
•修繕積立金据え置き条件

•大規模修繕工事の費用対効果が
見込めなくなったときに解体

•大規模修繕工事の効果（修繕また
は補修投資）が切れる前に解体

趣旨

•長期居住目的
•修繕積立金の大幅値上げ容認

•投資目的
•修繕積立金の大幅値上げ不承認

想定
選択者
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②合意形成には丁寧で納得のいく説明を

•本事業を通じて、
丁寧で納得のゆく説明と質疑応答が一番必要だと感じました。

質問者の方々には

・最近区分所有者になられた方

・過去の経緯をご存じない方

が比較的多く、 特に情報の共有化が必要でした。

皆様におかれましては、この「マンションの終活について」をご参
考に、合意形成にご活用頂ければ幸いでございます。
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５．終わりに
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【参考資料】長期修繕計画（１－１）【耐震工事実施（88年目まで）】
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【参考資料】長期修繕計画（１－２）【耐震工事実施（88年目まで）】残高表
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【参考資料】長期修繕計画（２－１）【耐震工事無し（62年目まで）】
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【参考資料】長期修繕計画（２－２）【耐震工事無し（62年目まで）】残高表
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【参考資料】敷地売却清算配当金説明資料（１）
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【参考資料】アンケート及びご質問に対する結果（１）
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【参考資料】アンケート及びご質問に対する結果（２）
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【参考資料】アンケート及びご質問に対する結果（３）


